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まちづくり環境委員会 

令和４年９月 27日 

鉄道・都市づくり部 資料５番 

所管 鉄道・都市づくり課 

《大田区補助金適正化方針の要点》 

１ 補助金は、区の施策実現のための役割を担う 

◇客観的に見て公益上必要のあるものに限定 

◇公益性に加え、有効性、適格性を備えていることを基本 

２ 補助金事業の機会を捉えた検証・見直し 

◇補助目的の達成度等、状況の変化に合わせた見直し 

◇補助率の上限は原則補助対象経費の 1/2 

◇補助対象とする経費区分の明確化 

３ 既得権化等へ対応するための補助期間の終期設定 

◇補助事業の補助期間の限度は５年を基本とし、事業の目

的を達成した段階で廃止 

◇補助事業に終期を設定しない場合の明確な理由 

《協議会支援事業見直しの考え方》 

■協議会の活動が、区のまちづくりに関する地域別構想や課題別

計画等（まちづくりの基本）の実現に寄与 

【協議会認定要件（条例第 12 条第 1 項第 5 号）】 

協議会が策定した地区のまちの将来像及びまちづくり活動

の方針がまちづくりの基本と整合していること 

■本事業の継続、助成内容の目的に合わせた助成金額及び終期の

設定 

 【協議会支援方針】 

1.協議会運営の継続及び自立・自律化に向けた支援 

2.協議会単独での実施が困難な活動事業への支援 

〇区の責務に基づく協議会のまちづくり活動支援の継続 

〇支援実績を踏まえた協議会支援方針に基づく助成内容の再

構築 

条例によるまちづくり協議会の支援

事業は令和２年度で 10 年を経過し、

「大田区補助金適正化方針」に基づき、

支援実績や協議会の活動状況を踏まえ

た支援方法・助成内容の見直しを行い、

令和５年４月の規則改正を目途に検討

を進める。 

地域力を生かした大田区まちづくり条例施行規則の改正について 
・・・「大田区補助金適正化方針」に基づく検証・見直し・・・ 

まちづくり協議会支援事業の条例での位置づけ 
 

●区民、事業者及び区の責務を明らかにし、行政運営における公正の確保及び透明

性の向上を図り、地域力を生かした魅力あるまちづくりを推進する 

○区民は、まちづくりの主体としての役割を自覚し、基本理念が目指すまちづく

りに寄与するよう努めなければならない。 

○区は、基本理念に掲げるまちの実現に向けて、区民のまちづくりへの参画の機

会を広げるとともに、区民によるまちづくり活動を支援しなければならない。 



内容 限度額等 対象経費 限度額等

100,000円 400,000円

対象経費
会議費、消耗品費、通信運搬費、交通
費、印刷製本費など

対象経費の1/2以内
10万円

事務的経費
会議費、消耗品費、通信運搬費、交通
費、印刷製本費など

対象経費の1/2以内
10万円

運営支援
活動計画・議事録・活動報告書作成、会
計処理補助、委託以外の進め方の助言に
係る経費

１～５年目　30万円
６～10年目　15万円

内容 限度額等 対象経費 限度額等

1,000,000円 700,000円

計画事業 まちの課題解決のための具体的事業 活動限度額以内

活動支援

活動計画作成、計画事業に係る検討の進
行、計画事業の進め方等への助言、議事
録作成、活動報告書作成等の活動計画全
体の進行管理

１会計年度につき
30万円

広報活動
まちづくりニュースの編集デザイン及び
印刷、ホームページ等の活用等

１会計年度につき
10万円

広報活動
まちづくりニュースの編集・印刷、ホー
ムページの活用等に係る経費

－

講師招へい １回単位で実施する講演会、勉強会等 １回につき５万円

⦿

⦿

⦿

≪まちづくり協議会の助成に関する改正≫

規則第６条　運営経費の助成

規則第７条　活動事業の助成

計画事業
地区まちづくり構想の策定、まちの課題
解決のための具体的事業、事業に係る講
演会及び勉強会、視察等に係る経費

経費項目

運営経費

活動事業

経費項目

運営経費

変更前 変更後

活動事業

・区分ごとの限度額は設定せず、助成金を効率的・効果的に活用する事業計画となるよう区職員がサポートする。

活動事業の「活動支援」は、会の運営に係る事務的業務であるため、運営経費助成の「運営支援」に組み替え、会の運営の自立を目指した支
援として限度額を段階的に減額し、終期を設定

活動事業の助成は「協議会単独での実施が困難な活動事業への支援」として活動事業の区分を整理

・「講師等の招へい」は、講演会及び勉強会として「計画事業」に吸収し、講師謝礼費は経費の扱いとする。

・計画事業の助成期間（回数）を設定し、「助成対象計画事業企画書」により事業を管理する。

認定から10年以上の既存協議会は「運営支援」の助成期間が終了しているが、第６条第５項の規定を適用し、１会計年度ごとに助成の申請が
可能

１事業、1会計年度
単位で3回を限度

経費項目 経費項目
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≪その他規則改正の要点≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ まちづくり活動の指針となる「地区まちづくり構想の策定」を新たに規定 

第５条の２（地区まちづくり構想の策定） 

協議会は、地域の実情に応じた住み良いまちづく

りを推進するため、地区まちづくり構想を策定する

ものとする。 

 

◉ まちづくり構想（まちの将来像・基本目標・個別目標・取組事業）

に基づく活動計画（実施計画、年度計画）を作成し、まちづくり

活動を実践 

◉ 地域周知により地域課題を共有し、活動への理解や協力を拡充 

活動事業の助成申請額：700,000 円 ⇒ 審査 ⇒ 助成決定額：700,000 円 

助成金交付額：700,000－104,250＝595,750 円 ⇒ 端数処理 ⇒ 595,000 円 

助成決定額 700,000 

 

前年度繰越金 254,250 

前年度会費収入 
150,000 

剰余金 
104,250 

例 前年度繰越金：254,250 円  前年度会費収入：150,000 円 

剰余金：254,250－150,000＝104,250 円 

剰余金 
104,250 

助成金交付額：595,000（端数切捨て） 

交付額：助成決定額から剰余金を差し引いた額 

■ 前年度からの繰越金を考慮した助成金の交付 

◉ 前年度の繰越金のうち、１年分の会費収入を超える額を活動事業

に充当できるものとして助成額から差し引いて交付 

◉ １年分の会費収入相当額の繰越金は、まちづくり活動のための財

源として担保する 

第７条第５項 助成額は１会計年度につき 70 万円

以内とし、交付額は前年度収支における繰越金から

会費収入を差し引いた額を助成の決定額から差し引

いた額とする。1,000 円未満の端数を切り捨てる。 
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地区まちづくり協議会 助成対象計画事業企画書 

計画事業名  

事業目的  

助成期間  

助成額 
年度 年度 年度   

     

地区の将来像 
と目標 

 

区の関連施策  

事業概要  

事業 
スケジュール 

令和 年度 
 
 
令和 年度 
 
 
令和 年度 
 
 
令和 年度 
 
 

 

備考  

 

事業評価報告書 

◇各年度の計画に対する進捗状況・実績、目的に対しての効果・達成状況等 

年度 
 

 

年度 
 

 

年度 
 

 

年度 
 

 

年度 
 

 

総括 

 

 

様式 



規則 
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地域力を生かした大田区まちづくり条例施行規則 改正案 

新（2023.04.01） 旧（2021.04.01） 

（地区まちづくり構想の策定） 

第５条の２ 協議会は、地域の実情に応じた住み良いまちづくりを推進するた

め、地区まちづくり構想を策定するものとする。 

 

（協議会運営経費の助成） 

第６条  

４ 運営経費の区分（以下「運営経費区分」という。）及び対象経費は別表第

１のとおりとし、助成限度額等は別表第１の２のとおりとする。 

５ 前項の規定にかかわらず、協議会は、運営経費区分のうち運営支援に関し

て、助成期間終了後も１会計年度ごとに助成の申請をすることができる。こ

の場合において、助成限度額は15万円とする。 

６ 区長は、前項の規定により助成の申請があったときは、審査会の審査を経

て助成の決定を行うものとする。 

別表第１（第６条関係） 

運営経費区分 対象経費 

事務的経費 会議費、消耗品費、通信運搬費、交通費、印刷製本費等 

運営支援 
活動計画作成、議事録作成、活動報告書作成、会計処理等
の補助、業務委託以外の計画事業の進め方等への助言に係
る経費 

備考 備品購入費、飲食費（懇親会等を含む。）、活動事業に係る経費、
事務所の借上げ経費、事務所の修繕費等は、対象外経費とする。 
 
別表第１の２（第６条関係） 

 

運営経費区分 助成限度額 助成期間 

事務的経費 
１会計年度の事務的経費の
２分の１以内で10万円 

 

運営支援 

１会計年度につき30万円 
協議会の認定を受けた年度
からその５年目の年度まで 

１会計年度につき15万円 
協議会の認定を受けた６年
目の年度から10年目の年度
まで 

（協議会運営経費の助成） 

第６条  

４ 助成額は、１会計年度の運営経費の２分の１以内で 10 万円を限度とし、対

象経費は、別表１のとおりとする。 

 

 

 

 

 

別表第１（第６条関係） 

対象経費 会議費、消耗品費、通信運搬費、交通費、印刷製本費等 

対象外経費 
対象経費に係る役務の人件費、備品購入費 
飲食費（懇親会等を含む。）、活動事業に係る印刷費、 
事務所の借上げ経費、事務所の修繕費等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



規則 
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新（2023.04.01） 旧（2021.04.01） 

（協議会活動事業の助成） 

第７条  

４ 活動事業の区分（以下「活動事業区分」という。）及び対象経費は、別表

第１の３のとおりとする。 

５ 助成額は１会計年度につき70万円以内とし、交付額は前年度収支における

繰越金から会費収入を差し引いた額を助成の決定額から差し引いた額とす

る。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り

捨てるものとする。 

６ 活動事業区分のうち計画事業の助成は、１事業当たり１会計年度を単位と

し３回を限度とする。 

７ 前項の規定にかかわらず、協議会は、活動事業区分のうち計画事業に関し

て、前項の規定による助成限度の終了後も１会計年度ごとに助成の申請をす

ることができる。 

 

別表第１の３（第７条関係） 

活動事業区分 対象経費 

計画事業 
地区まちづくり構想の策定、まちの課題解決のための具体
的事業、事業に係る講演会及び勉強会、視察等に係る経費 

広報活動 
まちづくりニュースの編集デザイン及び印刷、ホームペー
ジ等の活用等に係る経費 

 

 

（協議会活動事業の助成） 

第７条  

４ 活動事業の区分（以下「活動事業区分」という。）及びその内容は、別表

第１の２のとおりとする。 

５ 助成額は、１会計年度につき100万円以内とし、活動事業区分ごとの対象経

費及び限度額等は、別表第１の３のとおりとする。 

 

 

 

 

６ 前項の規定にかかわらず、計画事業に関して、協議会は、助成期間終了後

も１会計年度ごとに当該期間の延長の申請をすることができる。 

 

 

別表第１の２（第７条関係） 

区分 内容 

計画事業 まちの課題解決のための具体的事業 

活動支援 
活動計画作成、計画事業に係る検討の進行、計画
事業の進め方等への助言、議事録作成、活動報告
書作成等の活動計画全体の進行管理 

広報活動 
まちづくりニュースの編集デザイン及び印刷、ホ
ームページ等の活用等 

講師等の招へい １回単位で実施する講演会、勉強会等 

別表第１の３（第７条関係） 

活動事業区分 対象経費 限度額等 

計画事業 業務委託費等 活動事業限度額の範囲内 

活動支援 業務委託費等 １会計年度につき 30 万円 

広報活動 業務委託費等 １会計年度につき 10 万円  

講師等の招へい 講師謝礼費 １回につき５万円 
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